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学校の安全と環境

は じ ど' に

子どもたちの教育や学校に関するさまざまな

問題は決 して今日的なものではなく,恐 らく学

校教育の近代化と共に認められていたのではな

いだろうか。手許には昭和初期に問題が提起さ

れ教育相談が行われていた記録がある1)。

旧浦和市教育研究所,現 さいたま市教育委員

会学校教育部指導 2課 では主要施策の一つとし

て教育相談,相 談室運営事業が行われてお り,

学校へのスクールカウンセラーやさわやか相談

員の配置,教 育相談室における適応指導教室の

実施,小 児科医による教育,医 療相談を実施 し

ている。

小児科医による相談は平成 7年 か ら行われ

た。小児科医は教員あるいは保護者が対応に苦

慮 している学童,生徒の問題と医療との間の「判

断と橋渡 し的対応,時には治療」を行っている。

勿論,こ の対応方法は教育の問題,学 校問題の

根本的解決を期待するものではなく,ま た,期

待はできないが,少 なくとも 「ある問題」への

事後的対応の底辺を拡大 し,相 談を容易にし,

医療的対応が必要な疾患の選択や母親や子ども

に安心を齋 していることは事実である。

今回はその経験からみた事実の概要を述べ些

かの思考を述べたい。

I.旧 浦和市立教育研究所

旧浦和市立教育研究所で小児科医による教育

相談が始まったのは平成 7年 である。非常勤研

究員として毎月 1回 , 2な いし3時 間,小 児科

医が教育研究所に出向き,教 員が教育現場で問
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題と思っている学童,生 徒,或 いは保護者が感

じているわが子の学校や日常生活に関する相談

のうち,小 児科医の検討ないし判断が必要と思

われた児への相談を行っている。この方法を始

めることになった発端はその頃,全 国的に認め

られた学童,生 徒のいじめ,自 傷,自 殺である。

その後浦和市は三市と合併 し,さ いたま市が発

足,そ れぞれの地域で同様の相談を継続 してい

る。

Ⅱ.相 談の内容

現在 までに,延 べ約350人の教員,保 護者,

来所が可能な問題を指摘されている学童,生 徒

と面談を行っている。相談内容は不登校を筆頭

に,排 泄の問題,多 動,発 達の問題,集 団に適

応 しない,自 傷,過 食,夜 尿,美 容形成を受け

たい,自 殺企図,家 庭内暴力,頻 回の手洗いと

シャワー,傾 眠,盗 癖,喋 らない,学 力低下,

情緒不安定,他 の子どもに暴力を振るう,保 健

室登校,ち ょっとしたことでパニックになる,

絶えず身体の症状を訴える,自室に閉じこもる,

いじめ,部 活の問題,楽 しさがないなど多彩で

ある。

来所,面 談 した保護者の約90パーセントは母

親のみである。今回の面談の前に保護者が教員

から指摘され, また, 自らが感じているわが子

の状況について小児科医や医療機関を訪ね相談

している例は僅か数パーセントに過ぎない。そ

の理由について,学 校で教員に指摘されたわが

子の問題について保護者がなかなか認めないこ

と,学 校に関わる事柄は医療機関や小児科医を

訪ねても解決 しないという思い込み,医 療機関

国際医療福祉大学熱海病院小児科 〒 413-0012静岡県熱海市東海岸町13-1

Tel i 0557-81-9171  Fax:0557-83-6632

Presented by Medical*Online



240

の受診に要する時間と労力に比べて解決の期待

度が低い,子 どもの問題や保護者の悩みを十分

に伝えられないし理解 してもらえない,プ ライ

バシーの問題,病 気ではないと思っているので

医療機関を訪ねるには敷居が高すぎる,父 親や

家族の協力が得られないなどである。

Ⅲ.相 談の結果

教員,保 護者や学童,生 徒 と面談 し,問 題に

ついて小児科や医療機関での対応を奨めた対象

は約20ない し30パーセントである。その結果,

身体疾患では卵巣嚢胞奇形腫,癌 病,甲 状腺機

能尤進症,気 管支喘息,夜 尿,肥 満,低 身長,

などが見出された。DSM―Ⅳ271こよる分類に適

合する疾患では精神遅滞,学 習障害,コ ミュニ

ケーション障害,広 汎性発達障害,注 意欠陥お

よび破壊的行為,摂 食障害,チ ック障害,排 泄

障害,幼 児期,小 児期または青年期の他の障害

など多岐にわたっている。

これらの対象は医療機関で小児科医,小 児精

神科医,そ れぞれの専門医,心 理担当者によっ

て検査や治療が行われている。

上記以外の相談者は引き続き教育委員会学校

教育部の担当教員による 「はぐくみ教室」,心

理担当員によるカウンセリングが行われ,ま た

小児科医が,保護者 (母親)の 十分に時間をとっ

た聞き手になり,母 親や子どもの安心を得るこ

とを主目的にさらに,父 親に問題の認識を高め

るように対応を行っている。

Ⅳ.相 談が必要になった理由

面談の結果から相談が必要になった要因を推

考すると,親 子間の過度の期待,学 校教育に対

するさまざまな期待, 自家用車,テ レビ,ゲ ー

ム,携 帯電話などの所謂,文 明の利器に左右さ

れた毎日,会話不在,親子間の共同作業がない,

子どもと何を話 して良いか分からない,子 ども

の言うままに贅沢三味を許す親,駄 日と言えな

い親,親 の体面,父 親不在,子 どもの心の居場

所がない,家 族機能の崩壊,教 員や学校の名誉

優先などである。

V.些 かの思考と結論

福沢諭吉が 「家庭習慣の教えを論ず」を書い
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たのは明治 9年 ,「子に対 して多を求むるなか

れ」と説いたのは明治29年のことであるの。今

日の相談内容,相 談が必要になった理由をみる

と多 くは正に福沢諭吉の説 くことそのものであ

る。

明治から大正,昭 和 とわが国情の大きな変貌

に伴い社会 も家庭生活 も変化を余儀なくされ

た。かつては家族の皆で分担 していた家業は家

庭外で働 く父親の俸給に頼る生活に変わって

いった。大正から昭和のはじめに教育相談が必

要になった理由を田中寛一は,家 庭形態と家庭

生活の変化,社 会事情の変化,国 家情勢の変化

と記 してお り,す でに,問 題解決のために家

庭全体の構造の矯正が必要であると述べてい

る1)。

そして戦後60余年の今,「今 日の子 どもたち

の問題」は,大 戦後先ず教育有 りではなく,復

興という名の元に行われた経済優先による 「物

質文化」の結果を示 しているのではないだろう

か。詩人茨木のり子の 「疎開児童も」は,今 日

の親子のありさまと精神文化の不在を鋭 くつい

ている°。ここに詩の全文を示 したい。

事件が起こるたびに「′亡ヽのケアーに云々」,「ス

クールカウンセラーを各学校に派遣 して云々」,

このような姑息的療法もやむを得ないが,今 一

番望まれているのは大きな 「精神文化」の存在

である。われわれは福沢諭吉ら先人の教えをも

う一度ふり返り,噛 み締め,咀 疇する必要があ

る。

小児科医の教育相談への積極的な参画は現在

の教育問題の根幹を是正するものではないが,

少なくとも教育相談の間口を拡げ,教 員や保護

者が限界と思い,抱 える多くの問題の対応を容

易にしていることは事実である。このことは教

員や母親や子どもに「安心」を齋すことになる。

母親の多くは,わ が子のことを含めて,話 を聞

いてもらえる人,相 談する人がいない。月ヽ児科

医とゆっくり話し合い,学 校やわが子のことを

考え,物 事の価値観を決めることができる。時

には,父 親にも加わってもらい話し合う機会が

できるようになる。

田中寛一は,教育相談には担任の限界がある。

したがって医学,心 理学,教 育学などの専門家

によって構成される教育相談機関の必要性を説
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いておりD,ま た,川 田殖は心の理解は身体と

の密接な関係のもとでとらえることいと述べて

いる。
一方,教 育分野への小児科医の参画は学校や

教育委員会という組織,例 えば,校 医,養 護教

諭,保 健委員会,ス クールカウンセラー,さ わ

やか相談員 (さいたま市)が 行う問題の解決方

法の邪魔をし,そ れぞれの努力と責任を放棄さ

せてしまう可能性はある。従って,必 ずしも喜

ばれている方法とはかぎらないが,今 日のマス

メデイアを賑わせている子どもの事件が増加し

ている事実をみれば何か速戦的方法をとる必要

がある。さいたま市教育委員会の方法はその一

つである。

兵庫県の川西市では1999年以来,弁 護士,医

師,教 師による 「子ども人権オンブズパーソン

制度」が発足し,効 果をあげているという。あ

る意味では悲しい現実である。しかし,今 ,必

要なのであろう。

去る,10月 18日,安 倍内閣の重要課題である

教育問題のために教育再生会議が開催された。
「将来を見据えたど太い精神文化」を齋す重要

な会議だと思う。メンバーの構成については分

からないが,小 児科医,小 児精神科医の参画は

必須と考える。小児科医,小 児精神科医は現在

の子どもたちと親の苦 しみと喜びを,身 近に一

番知っているのであるから。

Ⅵ.あ と が き

教育は 「ヒト」にとって重要な課題である。

教員や教育家などの専門家が必要なことは言う

までもない。しかし,子 どもたちを取り巻く現

代社会は 「ヒト」にとって 【理】に副わない多

くの事実がある。教員のみならず保護者や子 ど

もたちにも小児科医,小 児精神科医,心 理学の

専門家などと容易 に話 し合 える体制は必要 と思

われる。小児科医の教育現場への参画は,そ の

連携 を容易 にする一歩である。
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